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１．高年齢者雇用の取り組み状況 

  ・一人でも多くの人が、65 歳まで元気で生き生きと働けるように 

 

２．人選基準の果たしている役割 

  ・労使の主体的な取り組みを促す「共有された目標」 

 

３．労使の自主的な取り組みの一段の促進 

  ・各企業の実情に応じて、多様な就労機会を拡大 

 

４．社会全体で高年齢者の「出番」と「居場所」を確保する 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※資料はすべて日本経団連が 2008年 5～6月に実施した「改正高年齢者雇用安定法に対する企業の 

取組み状況に関するアンケート」による。日本経団連(2008)『高齢者雇用の促進に向けた取組みと今後の 

課題』参照。 
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